
長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱 

平成28年８月５日 

長崎市告示第 588 号 

改正 令和元年12月26日告示第 770 号 

改正 令和３年３月30日告示第 261 号 

改正 令和３年６月10日告示第 446 号 

改正 令和４年３月30日告示第 160 号 

改正 令和６年３月27日告示第 205 号 

改正 令和７年３月28日告示第 298 号 

改正 令和８年２月25日告示第 104 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、中高年層における新規就農者の就農意欲の喚起及び 

就農後の定着を図るため、農業研修を受ける中高年新規就農予定者及び

経営の不安定な就農初期段階の中高年新規就農者に対し、予算の範囲内

において、長崎市中高年新規就農者給付金（以下「給付金」という。）

を交付することについて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市

規則第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において独立・自営就農時とは、次条第１項第６号アか

らウまでの要件のいずれかを初めて満たすこととなったときをいう。た

だし、研修等により農業経営を開始することができないと認められると

きには、当該研修等が終了した日の翌日とする。 

（給付対象者） 

第３条 給付金の交付対象者（以下「給付対象者」という。）のうち、農



業研修中の給付金を受ける者は、次に掲げる全ての要件を満たすことと

する。 

⑴ 就農予定時の年齢が、５０歳以上６５歳未満であること。 

⑵ 長崎県新規就農相談センター又はＪＡ長崎せいひ担い手支援セン 

ターで研修すること。 

⑶ 研修期間が概ね５年かつ概ね年間１ , ２００時間以上であること。 

⑷ 常勤の雇用契約を締結していないこと。なお、常勤とは週 35時間以 

  上で継続的に労働するものをいう。 

⑸ 研修終了後１年以内に農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第 

６５号）第１４条の４に規定する青年等就農計画（以下「青年等就農 

計画」という。）の認定を受けること。 

⑹ 研修終了後、長崎市内において次に掲げる全ての要件を満たす独 

立・自営就農を目指すこと。 

ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること。 

イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りているこ

と。 

ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。 

エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給 

付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 

オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 

カ 給付対象者と生計を一にする者が給付金又は長崎市農業次世代人

材投資資金交付要綱（平成２５年長崎市告示第８７号）に定める長



崎市農業次世代人材投資資金又は長崎市農業経営開始資金交付要綱

（令和４年長崎市告示第６２１号）に定める経営開始資金の交付を

受けていないこと。 

 ⑺ 地域計画の目標地図に位置づけられ、若しくは位置づけられること

が確実と見込まれること。 

⑻ 原則として生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業によ 

る給付等を受けていないこと。 

⑼ 経営継承・発展等支援事業実施要綱（令和３年３月 26日付け２経営

第 2988号農林水産事務次官依命通知）別記１の経営継承・発展支援事

業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていない

こと。 

⑽ 住民基本台帳法（昭和 42年法律第81号）の規定により、本市の住民 

基本台帳に記載されている者であること。 

２ 給付対象者のうち、経営開始後の給付金を受ける者は、次に掲げる全

ての要件を満たすこととする。 

⑴ 独立・自営就農時の年齢が、５０歳以上６５歳未満の者であって、 

農業を新たに開始するもの。ただし、親の農業経営を継承する者は、

経営規模を縮小せず、新たに１０ａ以上の耕作放棄地の解消をするも

のに限る。 

 ⑵ 前項第６号に掲げる全ての要件を満たす独立・自営就農であるこ 

と。 

⑶ 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中 

に、農業経営基盤強化促進法第１４条の５第２項に規定する認定の取



消しを受けた場合及び同条第３項に規定する認定の効力を失った場合

を除く。 

⑷ 地域計画の目標地図に位置づけられ、若しくは位置づけられること

が確実と見込まれること。 

⑸ 原則として生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業によ 

る給付等を受けていないこと。 

⑹ 経営継承・発展等支援事業実施要綱（令和３年３月 26日付け２経営

第 2988号農林水産事務次官依命通知）別記１の経営継承・発展支援事

業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていない

こと。 

⑺ 住民基本台帳法（昭和 42年法律第81号）の規定により、本市の住民

基本台帳に記載されている者であること。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市税（農業経営を法人化している場合 

にあっては、事業税、消費税又は地方消費税を含む。）の滞納がある者

は、給付対象者としない。 

（給付金の額等） 

第４条 給付金の額は、給付対象者１人当たり年間１２０万円とする。た

だし、この場合において、新たに１０ａ以上の耕作放棄地の解消をする

ものには、初年度に限り１０ａ当たり年間５万円を加算する。 

２ 農業研修中の給付金の給付対象期間は、研修開始時の翌月から最長２

年間とする。 

３ 経営開始後の給付金の給付対象期間は、独立・自営就農時の翌月から



最長２年間とする。 

４ 給付金は、４月から９月までの分及び１０月から翌年３月までの分を

年２回に分けて支払うものとする。この場合において、第１項ただし書

の規定による加算金については、耕作放棄地の解消を確認した後に支払

われる給付金に加算するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、年２回に分けて支払う給付金が６箇月分に

満たないときの給付金の額は、その月数に１０万円を乗じて得た額とす

る。 

（長崎市中高年就農計画の承認申請） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、長崎市中高年就農（変更） 

計画承認申請書（第１号様式。以下「計画承認申請書」という。）を第

３条第１項に掲げる全ての要件を初めて満たした日から３０日以内に市

長に提出しなければならない。ただし、次年度以降も継続して給付を受

ける者にあっては、この限りでない。 

２ 計画承認申請書に添付する書類は、次のとおりとする。  

⑴ 長崎市中高年就農（変更）計画書（第２号様式）  

⑵ 長崎市中高年新規就農者給付金収支計画書（第３号様式）  

⑶ その他市長が必要と認める書類  

３ 農業研修中の給付金の交付を受けようとする者は、前項第２号の書類  

は省略させるものとする。 

（長崎市中高年就農計画の承認等）  

第６条 市長は、前条の規定による長崎市中高年就農計画の承認申請があ 

った場合は、第３条第１項第３号に規定する青年等就農計画の認定にお

ける長崎市担い手育成総合支援協議会の意見を踏まえ、その内容を審査

し、第３条に規定する要件を満たし、かつ、給付金を交付する必要があ



ると認めたときは、当該長崎市中高年就農計画を承認し、その申請者に

長崎市中高年就農（変更）計画承認通知書（第４号様式）により通知す

るものとする。  

（長崎市中高年就農計画の変更）  

第７条 前条の規定による承認を受けた者は、長崎市中高年就農計画を変 

更するときは、計画承認申請書により、市長の承認を受けなければなら

ない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大、品目ごとの

経営面積の増減その他の軽微な変更は、この限りではない。  

２ 前条の規定は、前項の規定による長崎市中高年就農計画の変更につい 

て準用する。  

（給付金の交付申請） 

第８条 規則第３条第１項に規定する補助金等の交付申請の期限は、給付

対象期間の開始月が、４月から９月までの場合は９月末日まで、１０月

から３月までの場合は３月１５日までとする。 

２ 規則第３条第 1 項第 1 号の事業計画書は、長崎市中高年就農（変更） 

計画書によるものとする。 

３ 規則第３条第 1 項第２号の収支予算書は、長崎市中高年新規就農者給 

付金収支計画書によるものとする。 

４ 規則第３条第２項の規定により、同条第３号及び第４号の添付書類は 

省略させるものとする。 

５ 農業研修中の給付金の交付を受けようとする者は、同条第２号の添付  

書類は省略させるものとする。  

（給付金の交付停止） 

第９条 市長は、交付の決定を受けた者（以下「給付金受給者」という。）

が農業研修又は農業経営を休止したと認められるときは、給付金の交付を



停止し、長崎市中高年新規就農者給付金停止通知書（第５号様式）によ

り、交付決定を受けた者に通知するものとする。 

（給付金の交付中止）  

第１０条 給付金受給者は、給付金の受給を中止しようとするときは、市 

長に長崎市中高年新規就農者給付金中止届（第６号様式）を提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の中止届の提出があったとき又は次の各号のいずれかに

該当すると認められるときは、給付金の交付を中止し、長崎市中高年新

規就農者給付金中止通知書（第７号様式）により、給付金受給者に通知

するものとする。 

⑴ 第３条の要件を満たさなくなった場合 

⑵ 農業研修又は農業経営を中止した場合 

⑶ 次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断 

した場合 

ア 長崎市中高年就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合 

イ 耕作すべき農地を遊休化した場合 

ウ 農作物を適切に生産していない場合 

エ 農業研修又は農業生産等の従事日数が一定（概ね年間１５０日か 

つ概ね年間1,２００時間）未満である場合 

オ 市長から農業経営の改善指導を受けたにもかかわらず、農業経営 

の改善に向けた取り組みを行わない場合 

⑷ 給付金受給者の給付金を除く前年の総所得（地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に定める合計所得金額を

いう。）が３００万円以上であった場合 

（農業研修又は農業経営の休止及び再開） 



第１１条 給付金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により農業研

修又は農業経営を休止する場合は、市長に長崎市中高年新規就農者給

付金休止届（第８号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の長崎市中高年新規就農者給付金休止届を提出した給付金受給者 

は、農業研修又は農業経営を再開する場合は、長崎市中高年新規就農者

給付金再開届（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

（給付金の交付休止及び再開） 

第１２条 市長は、給付金受給者から前条第１項の規定による長崎市中高 

年新規就農者給付金休止届が提出された場合で、やむを得ない理由があ

ると認められるときは、給付金の交付を休止するものとする。 

２ 市長は、給付金受給者から前条第２項の規定による長崎市中高年新規 

就農者給付金経営再開届が提出された場合、適切に農業研修又は農業経

営を行うことができると認められるときは、給付金の交付を再開するも

のとする。 

（実績報告） 

第１３条 規則第１２条に規定する期日は、給付対象期間の完了した日か 

ら起算して３０日を経過した日とする。ただし、交付申請日が申請年度

の給付対象期間の完了日以降である場合は、交付決定日から起算して 

３０日を経過した日とする。 

２ 規則第１２条第 1 号に規定する収支決算書は、長崎市中高年新規就農 

者給付金収支決算書（第１０号様式）とする。ただし、農業研修中の給

付金受給者はこれを省略させるものとする。 

３ 農業研修中の給付金受給者の規則第１２条第２号の市長が必要と認め 

る書類は、長崎市中高年新規就農者給付金研修状況報告書（第１１号様

式）とする。 



４ 経営開始後の給付金受給者の規則第１２条第２号の市長が必要と認め 

る書類は、長崎市中高年新規就農者給付金実績書（第１２号様式）とす

る。 

（給付金の返還） 

第１４条 給付金受給者は、農業研修又は農業経営を休止した時点又は第 

１０条第２項第１号から第３号までに掲げる要件に該当した時点が、既

に給付した給付金の対象期間中であるときは、残りの対象期間の月数分

（当該要件に該当した日に属する月を含む。）の給付金を月単位で返還

しなければならない。 

２ 農業研修中の給付金受給者は、第２条第１項第５号に規定する青年等

就農計画が認定されなかったとき又は同項第６号に規定する独立・自営

就農が確認されなかったときは、給付金の全額を返還しなければならな

い。 

３ 前２項の規定にかかわらず、病気や災害等のやむを得ない事情がある

として、長崎市中高年新規就農者給付金返還免除申請書（第１３号様

式）を提出した場合で、市長がその申請内容が適当と認め、議会の議決

を経たときは、この限りでない。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め  

る。 

附 則 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２８年度の予算に係る給付金  

から適用する。  

 （この要綱の失効）  

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、



同日までに給付金の給付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定につい

ては、同日以降もなおその効力を有する。  

附 則（令和元年１２月２６日告示第７７０号） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度の予算に係る給付金か

ら適用する。  

 （経過措置）  

２ この要綱による改正前の青壮年新規就農給付金交付要綱第５条の規定

により青壮年就農計画の承認を受けた者は、改正後の長崎市中高年新規

就農者給付金交付要綱第６条の規定により長崎市中高年就農計画の承認

を受けた者とみなす。  

附 則（令和３年３月３０日告示第２６１号） 

（施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第

８条に改正規定は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正前の長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱に定める様式による

用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。  

附 則（令和３年６月１０日告示第４４６号） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の長崎市中高年新規農者給付金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る給付金について適用し、同日前の申請に係る

給付金については、なお従前の例による。  



３ 改正前の長崎市中高年新規農者給付金交付要綱に定める様式による用

紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。  

附 則（令和４年３月３０日告示第１６０号） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

附 則（令和６年３月２７日告示第２０５号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。  

附 則（令和７年３月２８日告示第２９８号） 

 （施行期日）  

１ この要綱は、告示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の長崎市中高年新規農者給付金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後の申請に係る給付金について適用し、同日前の申請に係る

給付金については、なお従前の例による。  

３ 改正前の長崎市中高年新規農者給付金交付要綱に定める様式による用

紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。  

附 則（令和８年２月25日長崎市告示第 104 号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 



第１号様式（第５条、第７条関係） 

 

 

 

 

長崎市中高年就農（変更）計画承認申請書 
                     

年  月  日 

 

 

（あて先）長崎市長  

 

 住 所： 

                [申請者]   氏 名：                   

                      電話番号： 

                      （生年月日：    年   月   日：   歳） 

  

長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱第５条第１項又は第７条第１項の規定により、次の

長崎市中高年就農（変更）計画の承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条、第８条関係） 

 

 

長崎市中高年就農（変更）計画書 
                     

 

１ 給付金の種類 

 農業研修中 

 経営開始後 

 

２ 農業を始めようと思った理由               

 

 

３ 経営に係る計画                                              

家

族

労

働

力

※  

氏   名 年齢・続柄等 年間農業従事日数 

   

   

   

   

雇用労働力※  
（人・日） 

※経営開始後の給付金受給者のみ就農５年後の目標を記入 

 

４ 地域計画の目標地図への位置付け 

集落又は地域名等 

 

□位置付けられている □位置付けられる見込み 

就農開始 

（予定）時期 
  年    月 

就農（希望）  

場所  

 

就 農 

形 態 

□新たに経営を開始  
    

□親の農業経営を継承 

経営内容※ 

作目：              ａ  

作目：              ａ  

（その他：                         ）  

所得目標※ 
               万円/年 

経営面積※  
         ａ（合計）  



５ 将来の経営ビジョン（生産物の販売方法などを記載） 

 

 

６ 長崎市中高年新規就農者給付対象期間 

 

年   月  ～  年   月 

 

７ 計画を達成するための研修（又は過去の農業教育・研修等の経験）  

① 研修先の名称等          

名 称 
 

所   在   地 
 

専 攻 ・ 

営 農 部 門 

 
研修期間 

年   月～    年    月 

②  研修内容等                               

 

③ 準備型給付期間（※過去に農業研修中の給付金の給付を受けた場合のみ記入） 

年  月  日 ～  年  月  日 

 

８  その他   

生活費の確保を目的とした他の事業の給付  □  給付されている  

□  給付されていない  

常勤の雇用契約の締結  □  締結されている  

□  締結されていない  

 

添付書類  （※３は農業研修中、４、５、６は経営開始後のみ）  

１  履歴書（別紙１）  

２  通帳の写し  

３  研修実施計画（別紙２）  

４  就農を開始した時期を証明する書類（農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等）  

５  経営を継承する場合は、新規就農である事を証明する書類（過去の経歴を証明する書

類（就業証明書、卒業証明書及び住民票（遠隔地に住んでいた場合）の写しなど）  

６  農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

履  歴  書 

１ 氏名等 

(ふりがな)  

 

住 所 

 

〒□□□－□□□□ 

 

 

(ふりがな)  

  

連絡先 

〒□□□－□□□□ 

 

(ふりがな)  生   年   月   日 年  齢 性別 電  話  番  号 

 

氏  名 

                

         

昭和  年  月  日 

平成  年  月  日 

     

歳 

１.男 

２.女 

 

 

 

２ 家族構成 

  氏  名 続 柄 生 年 月 日 住   所  

    

    

    

    

    

 

３ 学歴等 

 

履 

 

 

 

歴 

 

年 月 
学歴・職歴（各別に記入

） 

   

      

      

      

      

      

      

   年 月 免許・資格 

      

      

      

      

 

 

 



別紙２ 

研修実施計画 

 

１ 研修内容 

年 月 研修時間 内       容 

年  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

  月   

研修時間合計   

 

２ 習得する技術 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 

上記の研修内容で研修を実施します 

  年  月  日 

 

（研修先名称） 

（住所） 

（電話番号） 

 



第３号様式（第５条、第８条関係） 

 

長崎市中高年新規就農者給付金収支計画書 
 

 

 

 

所 得 計 ①－② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 画 

１年目 

計 画 

２年目 

計 画 

３年目 

計 画 

４年目 

計 画 

５年目 

農 

業 

収 

入 

（作目） 

 
経営規模      

生産量 
     

売上高      

（作目） 

 
経営規模      

生産量 
     

売上高      

（作目） 

 
経営規模      

生産量 
     

売上高      

その他 
      

長崎市中高年新規就農者給付金 
     

収 入 計 ①（給付金を除く） 
     

 計 画 

１年目 

計 画 

２年目 

計 画 

３年目 

計 画 

４年目 

計 画 

５年目 

農 

業 
経 
営 

費 

原材料費      

減価償却費      

出荷販売経費      

雇用労賃 
     

      

      

支 出 計 ② 
     

【参考】設備投資（内容、金
額） 

     



第４号様式（第６条、第７条関係） 

 

長崎市中高年就農（変更）計画承認通知書 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                         長崎市長           

 

 

 

年 月 日付けで承認申請のあった長崎市中高年就農計画について、審査の結果、適当と

認められるので承認し、長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱第６条又は第７条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 研修（就農）開始時期     年  月 

 

２ 給付対象期間         年  月  日 ～   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

長崎市中高年新規就農者給付金停止通知書 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                         長崎市長          

 

 

 

長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱第９条の規定により、長崎市中高年新規就農者給

付金の給付を停止するので通知します。 

 

記 

 

１ 給付停止期間      年  月  日 ～   年  月  日 

 

２ 給付停止事由      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 

 
長崎市中高年新規就農者給付金中止届 

 
   年   月   日 

           
 

（あて先）長崎市長  
   

 
氏 名          

 

  

長崎市中高年新規就農者給付金の受給を中止しますので、長崎市中高年新規就農者給付金交

付要綱第１０条第１項の規定により、長崎市中高年新規就農者給付金中止届を提出します。 

 

                            

中止日 年  月  日 

 

 

中止理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

 

長崎市中高年新規就農者給付金中止通知書 

 

第    号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                         長崎市長           

 

 

 

長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱第１０条第２項の規定により、長崎市中高年新規

就農者給付金の給付を中止するので通知します。 

 

記 

 

１ 中 止 日      年  月  日 

 

２ 中止事由      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１１条関係） 

 
長崎市中高年新規就農者給付金休止届 

 
   年   月   日 

           
 

（あて先）長崎市長  
   

 
氏 名          

 
 

長崎市中高年新規就農者給付金の受給を休止しますので、長崎市中高年新規就農者給付金交

付要綱第１１条第１項の規定により、長崎市中高年新規就農者給付金休止届を提出します。 

 

 

休止期間 年  月  日 ～  年  月  日 

休止理由及び

再開の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１１条関係） 

 
長崎市中高年新規就農者給付金再開届 

 
   年   月   日 

           
 

（あて先）長崎市長  
   

 
氏 名          

 
 

長崎市中高年新規就農者給付金の受給を再開しますので、長崎市中高年新規就農者給付金交

付要綱第１１条第２項の規定により長崎市中高年新規就農者給付金再開届を提出します。 

 
  
 

休止期間 年  月  日 ～  年  月  日 

再開日 年  月  日 

給付残期間 年  月  日 ～  年  月  日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１３条関係） 

 

 

長崎市中高年新規就農者給付金収支決算書 
         

 

農 業 所 得 計 ③ ＝ ①－② 
 

 

 

 

 

 

農 外 所 得 ④ 
 

 
所 得 合 計 ③＋④ 

 

 

 

 

 

 

 

 計 画 

a 
実 績 

ｂ 
実績／計画 

ｂ ／ ａ 

農 

業 

収 

入 

（作目） 

 
経営規模 

   

生産量    

売上高    

（作目） 

 
経営規模 

   

生産量    

売上高    

（作目） 

 
経営規模 

   

生産量    

売上高    

その他 
    

長崎市中高年新規就農者給付金    

収 入 計 ①（給付金を除く）    

 計 画 

a 

実 績 

ｂ 
実績／計画 

ｂ ／ ａ 

農 

業 

経 
営 

費 

原材料費    

減価償却費 
   

出荷販売経費    

雇用労賃    

    

    

支 出 計 ② 
   

【参考】設備投資（内容、金
額） 

   



第１１号様式（第１３条関係）  

 

長崎市中高年新規就農者給付金研修状況報告書 

                               
 

１．研修実施状況 

①学んだ内容 ②習熟度 ③今後の課題 

   

   

   

   

   

 

 

２．就農に向けた今後の課題、身につける技術など 

 

 

 

 

 

３．就農に向けた準備状況 

 

 

 

 
 

添付書類 

１ 研修日誌の写し（別紙３） 

２ 所得証明書の写し 

３ 通帳の写し 

４ 農業研修を修了した証明（※農業研修終了後に提出） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

研修日誌 

 
研 修 内 容 研修時間 

 月   日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

 合 計 
 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１３条関係）  

 

長崎市中高年新規就農者給付金実績書 

                               
 

１．営農実績報告 

作物・部門名 作付面積(a)・飼養頭数等 

 

  

  

  

  

  

合 計  

家  

 

族  

 

労  

 

働  

 

力  

氏   名 年齢・続柄等 年間農業従事日数  

   

   

   

   

   

雇用労働力  
（人・日） 

 

２．経営規模の報告 

経営耕地 

区分 面積（a） 

所有地  

借入地  

作業受託 

作目 作業内容 実績 

   

 

３．前年の所得 

 万円 

 

 



４．計画達成に向けた今後の課題 

 

  

添付書類 

１ 作業日誌の写し（別紙４） 

２ 決算書及び所得証明書の写し 

３ 通帳及び帳簿の写し 

４ 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

 

作業日誌 

 
作 業 内 容 作業時間 

 月   日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

     日 
  

 合 計 
 

 

 

 

 

 



第１３号様式（第１４条関係） 

 
長崎市中高年新規就農者給付金返還免除申請書 

 
   年   月   日 

           
 

（あて先）長崎市長  
   

 
氏 名          

 
 
 

長崎市中高年新規就農者給付金交付要綱第１５条の規定により、長崎市中高年新規就農者給

付金の返還の免除について次のとおり申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返還免除期間 年  月  日 ～    年  月  日 

返 還 免 除 額         円 

返 還 免 除 を 

申請する理由 

 

 

 

 

 

 

 


